
箭内憲勝村長が初登庁 問総務課　☎５３・２１１１

　１０月１４日（火）に告示された任期満了に伴う泉崎村長選挙において、無投票で２期目の当選を果たした箭

内憲勝村長が、１１月４日（火）に初登庁し、２期目の箭内村政がスタートしました。

　箭内村長は、村議会議員や職員、支援者から拍手で迎えられ、花束を受け取ると「やらなければならないこと

を一つひとつ皆様と協力し、達成していきたい。村民の方々が誇れる村を目指し、全身全霊で村政を行っていく」

と村政運営の抱負を述べました。

　箭内村長の２期目の任期は、令和７年１１月１日から令和１１年１０月３１日までの４年間となります。

支援者より花束が贈られました

初登庁の様子

職員より花束が贈られました

拍手で迎えられる箭内村長

～村長プロフィール～

◆生年月日　昭和２９年８月１６日（７１歳）

◆略歴

　・泉崎村踏瀬出身

　・泉崎第一小学校、泉崎中学校　卒業

　・昭和４８年　３月　福島県立岩瀬農業高校　卒業

　・昭和４８年１０月　泉崎村職員　採用

　・平成３０年　４月　泉崎村副村長　就任

　・令和　３年１１月　泉崎村長　就任
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国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です 問住民生活課　☎５３・２１１２

　国民年金保険料は、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されます。控除の対象は、令和７年中（令

和７年１月１日から１２月３１日）に納めた保険料の全額です（令和７年中に納めたものであれば、過去の年度

分の保険料や追納した保険料も対象です）。

　このため、日本年金機構から下記のスケジュールで「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が対象の方

に送付されます。お手元に届きましたら、大切に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。

　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」はｅ-Taxで利用できる電子データの送付もしています。郵送より

も早く受け取ることができます。マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録を

行うと、マイナポータルの「お知らせ」で電子データを受け取ることができます（電子送付希望の登録を行うと、

登録後は書面の郵送が停止されます）。

　なお、ご家族（配偶者やお子様等）の国民年金保険料を支払っている場合も、その保険料について控除が受け

られます。

◆「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に関するお問い合わせ

　（１）控除証明書相談チャット（２４時間対応）

　　　お問い合わせに対話形式で２４時間自動対応するチャットボットを開設しています。

　　　�「相談チャット総合窓口（https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/chatbot.html）」へアクセスし、

「控除証明書」を選択してください。

　（２）日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp/n_net/）

　　　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」の概要、よくある質問（Q＆A）等を掲載しています。

　（３）ねんきん加入者ダイヤル

　　　☎０５７０・００３・００４（ナビダイヤル）

　　　０５０から始まる電話でおかけになる場合　☎０３・６６３０・２５２５（東京）

　　　受付時間　・月～金曜日　８：３０～１９：００

　　　　　　　　・第２土曜日　９：３０～１６：００

　　　　　　　　※第２土曜日以外の土・日・祝日、１２月２９日～１月３日はご利用いただけません。

対　象　者 送付方法 送付時期

①
令和７年１月１日から令和７年９月３０日まで

の間に国民年金保険料を納付した方

電子送付
令和７年１０月中旬から下旬

にかけて順次

郵　　送
令和７年１０月下旬から１１

月上旬にかけて順次

②

令和７年１０月１日から令和７年１２月３１日

までの間に国民年金保険料を納付した方

（①の対象者は除きます）

電子送付 令和８年１月下旬から順次

郵　　送 令和８年２月上旬
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いずみざきデジタルチャレンジ 問総務課　☎５３・２１１１

　子どもからおじいちゃん、おばあちゃんまで、幅広い世代を対象として、デジタル技術について学び・体験す

る２つの事業を開催します。

１　はじめてのスマホ教室

　シニア世代の方（概ね６５歳以上の方）を対象にスマートフォン等の基本的な操作方法等を学ぶ教室を開催し

ます。

　※本事業は、福島県のデジタルデバイド解消事業を活用して実施しています。

　●開催日時　令和７年１２月１８日（木）１３時３０分～１５時３０分

　●開催場所　泉崎村中央公民館（泉崎村大字北平山字高柳８８－１）

　●参加定員　１５名（先着順）

　●参加対象　概ね６５歳以上で村内在住の方

　●申込方法　泉崎村役場総務課（☎５３・２４０９）まで電話にてお申し込みください。

２　こどもGovTechワークショップ for ユース

　AIやノーコードツールを活用したITサービスの開発を体験する１Dayワークショップです。

　自治体職員や専門スタッフが基礎からサポートするため、専門的な知識や経験は不要で、初心者の方でも安心

してご参加いただけます。

　●開催日時　令和７年１２月１３日（土）１３時００分～１７時００分

　●開催場所　泉崎村資料館（泉崎村大字泉崎字館２４－９）

　●参加定員　８名（先着順）

　●参加対象　�中学生又は高校生で、キーボードでの文字入力ができ、日本語での説明が

理解できる方

　●申込方法　右記の二次元コードを読み込み、村公式LINEからお申し込みください。
ワークショップ

申込用二次元コード

保健福祉課 ☎５４・１３３５

　固定資産税は、土地、家屋、償却資産に区分されます。土地や家屋には登記制度があり、課税対象を把握する

ことができますが、償却資産には登記制度がないため、所有者による毎年の申告が法律によって義務付けられて

います。事業で使う償却資産は、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象です。

◆申告対象

　会社や個人が令和８年１月１日時点で事業のために村内に所有している土地・家屋以外の資産。

　（例：事業用の太陽光発電設備、パソコン、ビニールハウス、厨房機器、看板等）

◆申告方法

　村から送付される申告書類により申告を行ってください。

　令和７年１月２日以降に新規で事業を開始した方など、申告書類がお手元に届いていない場合は、税務課まで

ご連絡をいただければ申告書類を送付します。

償却資産の申告について 問税務課　☎５３・２１１３
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マイナンバーカードのお手続きには事前予約が必要です 問住民生活課　☎５３・２１１２

　令和７年１１月よりマイナンバーカードに関係するすべてのお手続き（受取、更新、新規作成、暗証番号の再設定、

ロックの解除、保険証との紐づけ等）について、窓口の混雑緩和と待ち時間短縮のため、事前予約制を導入して

います。

　ご理解とご協力をお願いいたします。

◆予約方法

　・泉崎村公式LINE

　　LINE ID「＠izumizaki」で検索

　・電話予約

　　泉崎村役場　住民生活課　☎５３・２１１２

　※ご予約の際に、手続き内容・人数・来庁日時をお伝えください。

　村では生活路の交通の確保のため、村道の除雪を行います。除雪作業をスムーズに行うためには、村民の皆さ

んのご理解とご協力が欠かせません。ルールとマナーを守り、冬期間を安全・快適に過ごしましょう。

除雪作業をスムーズに行うために次の事項にご協力ください。

◆路上駐車や公共施設への夜間駐車はやめてください。

　路上に車両があると、除雪を中断しなければなりま

せん。緊急車両の通行の妨げにもなりますのでやめま

しょう。

　また、公共施設への夜間駐車も除雪作業の妨げにな

りますので、駐車しないでください。

◆敷地内の垣根等の剪定をお願いします。

　垣根や立木の枝が除雪車の通行に支障をきたす場合

があります。伸びた枝は切り落とすなどしてください。

　緊急を要する場合は村で切り落とす場合があります

ので、ご了承ください。

◆出入口の除雪は各ご家庭でお願いします。

　除雪作業は限られた時間で広範囲に行うため、除雪

した雪が皆さんの家の出入口をふさいでしまうことが

あります。各ご家庭の出入口付近の除雪にご協力をお

願いします。

　また、道路わきの私物等で支障になるものは降雪前

に必ず撤去してください。

◆道路への雪出しは禁止です。

　除雪した道路に雪を出してしまうと、道路が凸凹に

なり事故につながります。道路は雪の捨て場ではあり

ません。 道路に雪を出すのはやめましょう。

◆除雪作業が遅れる場合があります。

　除雪作業はできるだけ早い時間に行うよう努めてい

ますが、積雪状況や道路状況等により遅れる場合があ

ります。

　また、除雪は主要村道や通学路等の生活路から始ま

りますので、地区により進度が異なります。ご了承く

ださい。

《除雪に関する問い合わせ》

・村道：村役場建設水道課

　　　☎0248・53・2114

・県道：福島県県南建設事務所

　　　☎0248・23・1631（平日）

　　　☎0248・23・1525（夜間・休日）

・国道：郡山国道事務所郡山維持出張所

　　　☎024・932・4486

除雪作業にご協力ください 問建設水道課　☎５３・２１１４
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冬期の水道利用について 問建設水道課　☎５３・２１１４

　水道管の凍結しやすい時期を迎えました。万が一凍結してしまった場合は、下記の業者へご相談ください。

～冬期の水道管のお手入れ～

　・�水抜きハンドルを回して水を止め、蛇口を１か所（風呂場等がベスト）開け、水道管内の水を完全に抜いておく。

　・風呂のボイラー等に風よけがついていない場合は、周りを板等で囲っておく。

　・�水道管が凍ってしまった場合、該当箇所付近にお湯をかければ直る場合があるので、非常用に水をバケツ等

に汲んでおく。

～建設水道課からのお願い～

　水道の量水器（メーターボックス）の上には物を置かないようにし、周りはきれいな状態を保つようお願いし

ます。

（５０音順）

《指定給水装置工事事業者リスト》

事　業　者　名 住　　　所 電話番号

㈲ ウ ナ ガ ミ 泉崎字寺前61 ５３・２１７１

㈱ 兼 千 関和久字瀬知房5 ５４・１１０１

木 戸 設 備 関和久字漆久保6 ５３・３２６８

草 野 設 備 踏瀬字長峯50 ５３・２２６７

さかもとサービス 泉崎字長峯1 ５３・２０７５

㈲ ド ル フ ィ ン 踏瀬字長峯79-2 ２９・８９２５

　１１月５日（水）国土交通省東北地方整備局（仙台市）において、「泉崎駅周辺整備事業」に関する要望活

動を実施しました。

　当日は、箭内村長が西村拓局長をはじめ、安岡義敏副局長、沖川弘毅建政部長に要望書を手渡し、事業の必

要性やこれまでの取組について説明しました。

　箭内村長は、「泉崎村も少子高齢化・人口減少対策が待ったなしの状況にあり、昭和末期から村民の悲願で

ある泉崎駅東口及び駅周辺の整備を実現し、駅を中心とした賑わいの創出と村の再生を図りたい」と強調しま

した。

　その上で、「村民が『ここに住み続けたい』と思える環境を守り抜くため、『泉崎駅周辺整備事業』の事業採

択に向けたご支援や交付金の内示率確保をお願いしたい」と力強く訴えました。

東北地方整備局へ「泉崎駅周辺整備事業に関する要望書」提出

箭内村長（左）と西村局長（右） 要望内容を説明する箭内村長（中央）
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